
 

令和２年４月２１日  
 

報道機関各位 
 

長岡市危機管理防災本部 

危機管理防災担当課長 

 

緊急事態宣言を受け 

新型コロナウイルス感染拡大防止策を強化します 
 

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言の対象が全国に拡大されたことに伴い、国

や県が移動の自粛や感染予防の徹底を強く求めています。 

また、大型連休を控え、外出の機会が増えることも予想されることから、本市にお

ける感染拡大防止対策を強化します。 

 
 

１ 保育園・幼稚園・認定こども園及び放課後児童クラブの利用に関する協力のお願い 

保育活動等における感染の機会を可能な限り減らすため、保護者に対し、各家

庭での保育が可能な場合は、自宅で過ごしていただくよう呼び掛けます。 

（１）呼び掛ける期間 

   ４月２５日（土）～５月１０日（日） 

※今後の状況により期間を変更する場合があります。 

（２）利用する際の注意喚起 

仕事など家庭の事情により利用する場合は、園児・児童の体温・体調を確認し、

発熱など体調不良の場合は利用を控えていただくよう依頼します。 

 

２ 市有施設の臨時休館等について 

現在休館している３３０施設に加え、新たに道の駅など３０施設を５月６日

（休・水）まで臨時休館します。 

また、５月１日（金）を予定していた５施設のオープンを当面延期します。 

これにより、合計３６５施設を休館・休止とします。 

（１）新たに臨時休館する施設 

・観光・交流施設（道の駅越後川口など３施設）    ４月２２日（水）から 

  ・博物館等（郷土史料館など１３施設）        ４月２２日（水）から 

・健康福祉施設（健康センターなど４施設）      ４月２２日（水）から 

・文化施設（川口文化会館１施設） ３Ｆ歴史民俗資料館 ４月２２日（水）から 

                 ２Ｆ図書室         ４月２７日（月）から 

  ・図書館（中央図書館など９施設）          ４月２７日（月）から 

（２）オープンを延期する施設 

  ・スポーツ施設（中学校グラウンドナイターなど５施設） 

  

※該当施設は別紙 

 

裏面へ続く 

長岡市 



 

 

 

 

問い合わせ： 

保育園に関すること 保育課 長谷川 

TEL０２５８－３９－２２１９ 

児童クラブに関すること 子ども・子育て課 田中 

 TEL０２５８－３９－２３００ 

臨時休館等に関すること 危機管理防災本部 上村 

TEL０２５８－３９－２２６２ 


